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経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長  

 

 

 

 

福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査の 

結果に基づく指導、助言等について（通知） 

 

 福島復興再生特別措置法（平成 24 年法律第 25 号）第 78 条の２の規定に基づき、福

島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするため、令和元年度福島県産農

産物等流通実態調査（以下「令和元年度調査」という。）を行い、その調査の結果に基づ

き指導、助言等を行うこととしたので、貴団体から傘下の関係者に対して周知するとと

もに、福島で生産された商品の販売不振の払拭に向けて一層協力をお願いする。 
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１ 令和元年度調査の結果 

 令和元年度調査の結果の概要は、次のとおりである。その詳細は、別添の「令和元

年度福島県産農産物等流通実態調査」報告書概要を参照いただきたい。 

ア 重点的に調査した米、牛肉、桃、あんぽ柿、ピーマン及びヒラメの６品目では、

出荷量が依然として回復していない。また、福島県産品と全国平均との価格差は

徐々に縮小しているが、依然として全国平均を下回る価格の品目が多いことが分か

った。 

イ 福島県産品の取扱姿勢に対する納入業者と納入先の認識の齟齬については、前年

度調査の結果について指導・助言通知を発出し、周知を行ったところ、今年度調査

においてはやや改善傾向にあるが、引き続き認識の齟齬を解消するための取組が必

要である。なお、モデル実証試験で、実際に納入先に対して福島県産品の取扱姿勢

について確認したところ、認識の齟齬が存在していることが判明し、改善された例

があった。 

ウ 福島県産桃の最大の輸出先であるタイの小売店の多くは、福島県産桃について好

意的に評価しており、消費者の多くも福島県産という認識はさほどないものの日本

産として好意的に評価していた。 

エ 福島県産水産物の価格は回復傾向にあり、魚種によっては「常磐もの」として高

評価である一方で、漁獲量が十分でないことから量販店での取扱いが限定されてい

ることが分かった。 

オ 福島県産桃を贈答用として受け取ることについて、送り手側の消費者は受け手側

の消費者の意向を実際よりも後ろ向きに評価している傾向が見られた。また、福島

県産桃の購買経験がある人の方がない人よりも贈答意欲が高かった。 

 

２ 令和元年度調査の結果に基づく指導等 

（１）指導 

 貴団体から傘下の関係者に対して、次のとおり周知いただきたい。 

○ 流通段階ごとの認識の齟齬を解消するため、様々な機会を捉えて納入先に福島

県産品の取扱意向を確認すること《イメージ図参照》。その際、話題になりやすい

よう、産地等から提供される福島県産品に関する新しい情報や特徴的な商品を紹

介すること。 

○ 引き続き、福島県産農産物等であることのみをもって取り扱わなかったり、買

いたたいたりすることのないようにするとともに、福島県産農産物等と他県産農

産物等とを対等に比較して取扱商品を選択するようにすること。 

 

（２）協力要請 

 現在、福島県では、「ふくしまプライド。」のキャッチフレーズの下での販売フェ

ア等の取組を通じて、福島県産農産物等の食味が優れている等の魅力を発信してい

る。また、今後、福島県産農産物等について積極的なマーケティングが求められて

いる。このため、貴団体から傘下の関係者に対して、次のとおり周知いただきたい。 

〇 「ふくしまプライド。」のキャッチフレーズの下での販売フェア等において福島

県産農産物等を積極的にＰＲする機会を設けるとともに、販売フェア等の常設的



3 
 

な取扱いに協力いただきたい。 

○ 消費者の購買意欲を喚起するよう、福島県内の生産者等が行うマーケティング

戦略に積極的に参画するとともに、福島県産農産物等のイメージの回復に協力い

ただきたい。 

○ 消費者に直接接する立場から、福島県内の生産者等が行うマーケティングにお

いて、対象とする品目、手法、売り先に関して相談に乗るよう協力いただきたい。 

 

３ 令和２年度福島県産農産物等流通実態調査の実施 

 令和２年度においても、令和２年度福島県産農産物等流通実態調査を実施すること

としているので、貴団体及び傘下の関係者においては、引き続き調査に積極的に協力

いただきたい。 
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《イメージ図》 
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《参考１》 

関連対策を活用した福島県産農産物等の販売促進等 

 

福島県の農林水産業の再生に向けては、ＧＡＰ認証の取得、農林水産物の販路拡大と

需要の喚起等生産から流通・販売に至るまで風評の払拭を総合的に支援するための福島

県農林水産業再生総合事業が措置されている。 

また、福島県産農産物等に対象を限定しない販売促進等対策についても、各種措置さ

れている。 

このため、福島県農林水産業再生総合事業を始め各種対策について、案件形成を検討

する段階から流通・販売相談窓口に相談し、効果的に活用いただきたい。 

 

 

  

その他の販売促進等対策 
１ 農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品の高付加価値化 
① 海外販売促進活動の強化と輸出環境の整備 
② 規格・認証、知的財産の戦略的活用と日本の食品・食文化の普及 
③ ６次産業化の推進 
④ 食育の推進と国産農林水産物の消費拡大 

２ 強い農林水産業のための基盤づくり 
３ 農山漁村の活性化 
４ 企業とのマッチングの場を活用した加工品の販路拡大 
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《参考２》 

 

福島県産農産物等の流通・販売相談窓口の設置 

 

 

 

 福島県産農産物等の販売不振がいまだ改善されない状況にあるため、農林水産省、復

興庁、経済産業省及び福島県に「流通・販売相談窓口」を設置し、相談できる体制を整

備している。 

このため、流通・販売相談窓口を積極的に活用するとともに、その活動に協力いただ

きたい。 

 

１ 農林水産省 

食料産業局食品流通課 03-3502-8267  fukushima_soudan@maff.go.jp 

 

２ 復興庁 

  03-6328-1111  ryutsu.hanbai＠cas.go.jp 

 

３ 経済産業省 

  大臣官房福島復興推進グループ福島広報戦略・風評被害対応室 

   03-3501-2883   fukushima-kouhou@meti.go.jp  

 

４ 福島県 

農林水産部農産物流通課 024-521-7371  ryutsu.aff@pref.fukushima.lg.jp 

   

注）電話の場合には、「福島県産農産物等の流通・販売相談」とお伝えください。 


